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■介護保険の認定と障害者控除の適用■

■税理士による無料申告相談■

　身体障害者および療育手帳の交付を受けていない方でも、介護
保険法の規定による要介護認定を受けている６５歳以上の方で、市

（高齢介護課）において障害者に準ずる認定（障害者控除対象認定書）
を受けた場合は、所得税法上の障害者控除の対象となります。くわしく
は高齢介護課までお問い合わせください。
●「障害者」に準じる方・・・要介護１～３で重度の認知症がある方
●「特別障害者」に準じる方・・・要介護４～５で継続的に寝たきり状態
　　　　　　　　　　　　　にある方または重度の認知症がある方
申請・問い合わせ　福祉部高齢介護課（ラポートやしろ）　　４３－０４４０
　　　　　　　　 ※申請は、各庁舎窓口センターでも可能です。

開催日　２月２８日（火）、２９日（水）　
場　所　加東市商工会 本所
※開設時間は、９：３０～１２：００、１３：００～１６：００です。
※営業・農業所得等の収支計算に係る申告相談など、お気軽にご
　利用ください。（不動産譲渡・贈与税・相続税の申告は除きます）
問い合わせ　社税務署　　４２－０２２３
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・・・平成２３年中に
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保険等で補てん
さ れ る 金 額

負担した
医 療 費 A

A

②

③ 医療費控除額（最高２００万円）

医療費控除の計算方法

・・・１０万円または所得金額の合計額の
５％のいずれか少ない方の金額 B

B
※医療費控除額は、所得から控除する額であり、お返しする
　金額ではありません。

税の申告
所得税・住民税の申告は
２月１６日（木）から３月１５日（木）まで

問い合わせ　総務部税務課（社庁舎）　  ４３－０３９６・０３９７

　地域による会場指定は行っていませんので、
どこの会場でもすべての市民の方の申告相談
を受け付けます。

市が行う申告相談内容
　主に、給与所得者および年金受給者に係る申告
のほか、白色申告者（おおむね事業等所得３００万
円未満の方）および住民税申告の必要な方が対
象となります。それ以外の方は、税務署で確定
申告していただきますようお願いします。

※市で申告相談できない内容
　高額な事業所得、譲渡所得、青色申告、雑損
控除に係るもの、損失の繰越に係るもの等

①正午から１３：００までは申告書整理事務のため受
付は中断します。ご協力お願いします。

②申告期間中の火曜日に開設している会場では、
１７：３０から１９：００までの夜間についても申告相
談を行います。

③２月２６日（日）は、社福祉センター会場で申告相
談を行います。（受付時間は９：００から１５：００まで
ですのでご注意ください）

④火曜日の夜間と２月２６日（日）については、税務署
は業務を行いませんので、市で取り扱うこと
ができない内容の場合は申告相談ができません。
ご了承ください。
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２０日（月）
２１日（火）
２２日（水）
２３日（木）
２４日（金）
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１２日（月）
１３日（火）
１４日（水）
１５日（木）

○
○
○

○（夜間相談あり）

○
○
○

○（９：００～１５：００）

○
○（夜間相談あり）

○
○
○
○

○（夜間相談あり）

○
○
○
○
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○
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　国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp）の「確定申告書作
成コ－ナ－」で、国税電子申告・
納税システム（ｅ－Ｔａｘ）を利用して
確定申告を行うと、最高４，０００
円の税額控除を受けることができ

（これまでに適用を受けた方は
対象外）、源泉徴収票などの提
出を省略することができます。
　また、電子申告（ｅ－Ｔａｘ）以外
に、必要項目を入力することに
より確定申告書が作成でき、申
告書を印刷してそのまま郵送等
により提出できるコーナーもあ
りますので、ご利用ください。

社 福 祉 　
セ ン タ ー 滝野図書館

月　日
東 条 庁 舎

会 　 　 　 場 受 付 時 間

申告会場・日程申告会場・日程

社福祉センター（２階）
レクリエーション室
※２月２６日（日）以外の土日は除く

滝野図書館（３階）会議場
※２月２１日（火）～２月２３日（木）

東条庁舎（２階）２０４会議室
※２月２８日（火）～３月１日（木）

９：００～１６：３０
※２月２６日（日）は
　９：００から１５：００
　まで

★e-Taxで 　　
　確定申告を！
～自宅のパソコンで～


